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実施要領
P5

公募型プロポーザル 実施要領 7 (2) イ.
施工者に係る参加要件②延べ面積が
1,000 ㎡以上の庁舎の新築、改築、増築
の施工実績を有していること。となってい
ますが、消防署庁舎新築工事は参加要
件の施工実績に該当するでしょうか。

施工実績は、「国土交通省告示第98号
別添二 類型四　業務施設　第2類　庁
舎」に該当するものとし、消防署の施工
実績は非該当となります。
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